
都市計画マスタープランの見直しと本委員会の検討の視点

京都の都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」の実現

京都市基本計画

京都市持続可能な
都市構築プラン

○各方面の都市全体における位置付け
○方面ごとの将来像
※近隣都市との関係性も考慮

「持続可能な都市構築プラン」の５つのエリア

より即地的・総合的に策定

社会経済動向

「ウィズコロナ･
ポストコロナ社会」
への展望

時代の潮流

○SDGs
○レジリエンス
○まち・ひと・しごと
・こころ京都創生

○真のワーク・
ライフ・バランス

○脱炭素社会
○Society5.0

《北部・都心部・東部・南部・西部》

新たな
視 点

都心部と周辺部等の拠点の魅力・活力の向上 広域拠点エリア

安心安全で快適な暮らしの確保 地域中核拠点エリア

産業の活性化と働く場の確保 日常生活エリア

京都ならではの文化の継承と創造 ものづくり産業集積エリア

緑豊かな地域の生活・文化・産業の継承と振興 緑豊かなエリア
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①新たな時代の「職住共存・職住近接」の形成

②近隣都市との一体性や相互の効果を踏まえた都市圏の強化

③これからの「暮らしと営み」に対応したまちづくりの推進

③相互につながる個性的な地域の形成

第３章 全体構想～都市の将来像～第１章
都市計画マスタープラン

の前提

第２章
都市の動向

第４章 全体構想～都市計画の方針～ 第６章
地域の

まちづくり
の推進

京都市駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会

第５章 方面別指針

①京都市の特性を
踏まえた土地利用の展開

・まちづくりの基本コンセプト
・地域の将来像・暮らしのイメージ

②都市活力の向上と安心安全・
脱炭素社会を実現する都市構造の形成

都市計画に関する基本的な考え方
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＜分野別の方針や施策＞

戦略的な都市づくりの進め方

拡充
拡充 指針化

【特に御議論いただきたい論点】

地域ごとの特性を踏まえた「都市機能の集積・充実」や「都市空間の

魅力創出」のための都市計画上の方策

資料）京都市「住民基本台帳（令和２年）」
※令和元年１０月～令和２年９月末の年計

市内 市外
転出

転入

若年･子育て層の
人口が転出超過

20
代

30
代

就 職 期

子育て期

東京都・大阪府へ

近郊都市へ
(京都府南部・
滋賀県・大阪府)

-2,484人

-1,443人

■20代,30代の社会動態(R2)

■商業・業務機能の床面積増加率(H22→R2)
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資料）京都市「土地利用現況調査資料」

京都 大阪 神戸

空室率(％) 4.05 4.33 4.75

平均賃料（円/坪） 13,092 11,818 11,246

■テナントビルの空室率と平均賃料(R3.9)

H23以降，延床1千坪以上の
テナントビル新規供給なし

資料）三鬼商事「オフィスマーケット情報」

地区

歴史都市・京都が未来に受け継ぐ魅力の源泉
※京都らしさを守り磨く。時代に対応していかす。

■住まい方・

働き方の将来ｲﾒｰｼﾞ

新たな価値を創造する都市であるための伸びしろ
※次世代のための都市環境と都市機能の受皿をつくる。

京都ならではの魅力と都市活力の循環

・地理的制約への対応と市域全体の持続性

・周辺部等の多様な地域拠点の活性化

・人口減少の歯止めと働く場の確保

・安心安全，快適で健康な暮らしの実現

・多文化・環境共生，国際文化観光都市の質の向上等

京都ならではの魅力に更なる磨きをかけ，

新たな価値を創造し続ける都市を目指すために

＜検討の主なキーワード＞

○京都都市圏の求心力向上

○若年子育て層の定住促進

○産業空間・用地の創出

ｳｨｽﾞｺﾛﾅ・
ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅ
社 会

○多様な地域拠点の魅力向上

○近隣都市との一体性・相互効果

○ウォーカブルなまちづくり 等

○多様な主体による持続可能な都市の構築
○都市計画の柔軟な見直しと活用
○京都の特性を徹底的に活用した都市づくりの効率的な推進

京都市都市計画マスタープラン（令和３年９月見直し）

１土地利用 ２歩くまち ３景観 ４防災
５道路 ６公園・緑地 ７市街地整備
８水・河川 ９その他市民の暮らしを支える施設

資料２


